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第２回臨時会・第３回定例会招集あいさつ ……２

提出議案と審査結果 …………………………２～３

第２回臨時会・第３回定例会議案質疑 …………３

一般質問 ………………………………………４～１０

意見書 ・政治倫理に関する調査特別委員会
中間報告書・最終報告書 …………………………１１

常陸太田市政治倫理条例（概要）…………………１２

常任委員会の審査から ……………………………１３

陳情・議員提案・議会運営委員会・議会の主な動き …１４

市議会解散に関する決議案の採決（H18.6.19・議場）

５

月

臨

時

会

５月３１日（水） 会期の決定､報告案件・議員提案説明
（質疑・討論・採決）

６月８日（木） 会期の決定､報告案件説明・議案説明
議案質疑

６月９日（金） 一般質問　　
６月１３日（火） 政治倫理に関する調査特別委員会
６月１４日（水） 総務委員会・文教民生委員会
６月１５日（木） 産業水道委員会・建設委員会
６月１９日（月） 委員長報告（質疑・討論・採決）

人事案件（質疑・採決）
議員提案（質疑・討論・採決）

６

月

定

例

会

７
月
２
日
解
散
投
票

解
散
投
票
の
結
果
、
常
陸
太
田
市
議
会
解
散

常
陸
太
田
市
議
会
解
散
に
関
す
る
決
議
（
否
決
）

政
治
倫
理
条
例
が
制
定
さ
れ
、
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

常
陸
太
田
市
議
会
解
散
請
求
に
対
す
る
弁
明
書
の
提
出（
否
決
）

解
散
投
票
の
結
果
、
常
陸
太
田
市
議
会
解
散

常
陸
太
田
市
議
会
解
散
に
関
す
る
決
議
（
否
決
）

政
治
倫
理
条
例
が
制
定
さ
れ
、
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

常
陸
太
田
市
議
会
解
散
請
求
に
対
す
る
弁
明
書
の
提
出（
否
決
）

第２回市議会臨時会日程

第３回市議会定例会日程
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常
陸
太
田
市
長

　
大
久
保
　

太
　

一

第
２
回
臨
時
会
・
第
３
回
定
例
会

提
案
理
由
説
明
（
要
旨
）

議案と審査結果

審
　
　
　
議

審
査
結
果

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
２
回
臨
時
会

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
常
陸
太
田
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
常
陸
太
田
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
常
陸
太
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
常
陸
太
田
市
営
斎
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
平
成
17
年
度
常
陸
太
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
））

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
平
成
17
年
度
常
陸
太
田
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
））

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
平
成
18
年
度
常
陸
太
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
３
回
定
例
会

平
成
17
年
度
常
陸
太
田
市
一
般
会
計
予
算
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

平
成
17
年
度
常
陸
太
田
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

平
成
17
年
度
常
陸
太
田
市
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
障
害
程
度
区
分
判
定
審
査
会
の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

報
告
第
１
号

報
告
第
２
号

報
告
第
３
号

報
告
第
４
号

報
告
第
５
号

報
告
第
６
号

報
告
第
７
号

報
告
第
８
号

報
告
第
９
号

報
告
第
10
号

議
案
第
53
号

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

（
本
　
会
　
議
）

文
教
民
生
委
員
会

原

案

承

認

原

案

承

認

原

案

承

認

原

案

承

認

原

案

承

認

原

案

承

認

原

案

承

認

報

告

報

告

報

告

原

案

可

決

　
第
２
回
臨
時
会
の
招
集
は
、
地
方
自
治
法
第
１
０
１

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
常
陸
太
田
市
議
会
解
散

請
求
に
対
す
る
弁
明
書
の
提
出
に
つ
い
て
を
付
議
事
件

と
し
て
、
臨
時
会
の
招
集
請
求
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
、
あ
わ
せ
て
専
決
処
分
に
つ
い
て
提
案
す
る
も

の
で
す
。
提
出
議
案
は
、
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
う
市

税
条
例
・
都
市
計
画
税
条
例
・
国
民
健
康
保
険
税
条
例

改
正
の
専
決
処
分
３
件
、
地
方
交
付
税
の
確
定
及
び
市

債
の
変
更
等
に
よ
る
予
算
措
置
の
た
め
の
専
決
処
分
、

那
珂
久
慈
流
域
下
水
道
建
設
工
事
費
負
担
金
に
伴
う
予

算
措
置
の
た
め
の
専
決
処
分
、
さ
ら
に
、
市
議
会
解
散

投
票
に
係
る
予
算
措
置
の
た
め
の
専
決
処
分
の
計
７
件

に
つ
い
て
報
告
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
第
３
回
定
例
会
の
提
出
議
案
は
、
繰
越
に
関
す
る
報

告
３
件
、条
例
の
制
定
１
件
、条
例
の
一
部
改
正
２
件
、

建
設
工
事
請
負
契
約
１
件
、
一
般
会
計
補
正
予
算
１
件

の
計
８
件
で
あ
り
ま
す
。
障
害
程
度
区
分
判
定
審
査
会

の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る
条
例
の
制
定
は
、
障
害
者

自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
委
員
の
定
数

を
定
め
る
も
の
で
す
。
敬
老
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
改

正
で
は
、
敬
老
祝
金
の
支
給
対
象
者
の
基
準
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。
工
事
請
負
契
約
は
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

里
美
セ
ン
タ
ー
建
築
工
事
に
つ
い
て
の
契
約
で
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
一
般
会
計
補
正
予
算
で
は
、
消
防
里
美

出
張
所
に
高
規
格
救
急
自
動
車
を
整
備
す
る
た
め
提
案

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
今
会
期
中
に
、
人
事
案
件
１
件
の
追
加
提
案

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
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提出
議
案
第
54
号

議
案
第
55
号

議
案
第
56
号

議
案
第
57
号

議
案
第
58
号

文
教
民
生
委
員
会

文
教
民
生
委
員
会

総
務
委
員
会

総
務
委
員
会

（
本
　
会
　
議
）

原

案

可

決

原

案

可

決

原

案

可

決

原

案

可

決

原

案

同

意

常
陸
太
田
市
敬
老
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
仮
称
）
常
陸
太
田
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
里
美
セ
ン
タ
ー
建
築
工
事
の
請
負
契
約
に
つ
い
て

平
成
18
年
度
常
陸
太
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
及
び
一
部
事
務
組
合
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

６
５
０
０
円
と
い
う
算
出
に
な
り
、
合
計

で
18
万
８
５
０
０
円
と
変
わ
り
は
な
い
。

　
当
市
に
お
け
る
税
源
移
譲
の
改
正
に
伴

う
税
額
の
見
込
は
、
県
の
試
算
に
よ
る
と

概
算
で
の
算
定
で
あ
る
が
、
平
成
19
年
度

以
降
１
年
間
で
約
５
億
円
程
度
が
見
込
ま

れ
る
。

億
８
３
２
０
万
円
、
一
般
財
源
２
２
４
６

万
４
０
０
０
円
で
あ
る
。

　
問
　
議
案
第
57
号
一
般
会
計
補
正
予
算

の
中
で
、
地
方
債
補
正
で
、
消
防
里
美
出

張
所
に
整
備
す
る
救
急
自
動
車
購
入
に
あ

た
り
、２
８
５
０
万
円
の
合
併
特
例
債
が
計

上
さ
れ
て
い
る
が
、
合
併
特
例
債
を
財
源

と
し
た
こ
れ
ま
で
の
事
業
の
概
要
と
合
併

特
例
債
の
考
え
方
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
総
務
部
長
　
合
併
特
例
債
に
つ
い
て
は
、

合
併
か
ら
10
カ
年
度
の
間
に
合
併
後
の
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
に
建
設
事
業
に
対
す
る

財
源
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の

で
、
本
市
の
場
合
、
合
併
特
例
債
の
起
債

可
能
額
は
、
合
併
後
の
人
口
等
か
ら
、
総

額
で
約
２
４
１
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
合
併
特
例
債
を
利
用
し
た
事

業
と
し
て
は
、
平
成
16
年
度
の
峰
山
中
学

校
屋
内
運
動
場
建
設
事
業
に
３
億
６
５
０

万
円
。
平
成
17
年
度
は
市
道
な
ど
１
億
６

８
５
０
万
円
、
合
計
４
億
７
５
０
０
万
円

　
問
　
議
案
第
56
号（
仮
称)

常
陸
太
田
市

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
里
美
セ
ン
タ
ー
建
築

工
事
に
当
た
っ
て
の
財
源
の
内
訳
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

　
教
育
次
長
　
総
事
業
費
３
億
３
３
９
２

万
３
０
０
０
円
の
財
源
内
容
に
つ
い
て
は
、

公
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
２
８
２
５

万
９
０
０
０
円
、
市
町
村
合
併
特
例
債
２

を
現
在
起
債
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
18
年

度
、今
回
の
補
正
を
含
め
て
、６
億
３
９
７

０
万
円
の
起
債
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
を
合
わ
せ
る
と
、
11
億
１
４
７
０
万
円

と
な
る
。

　
ま
た
、事
業
費
へ
の
充
当
率
が
95
％
、さ

ら
に
、
元
利
償
還
金
の
70
％
の
交
付
税
措

置
が
あ
る
が
、
残
り
30
％
は
市
の
一
般
財

源
か
ら
の
償
還
で
、
自
己
財
源
、
自
己
負

担
に
な
る
の
で
、
合
併
特
例
債
の
利
用
に

つ
い
て
は
、
財
政
運
営
の
中
で
慎
重
に
検

討
し
、
利
用
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

　
問
　
報
告
第
１
号
専
決
処
分
の
承
認
を

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
常
陸
太
田
市
市

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）
の
中

で
、
税
源
移
譲
に
よ
る
市
民
一
人
当
た
り

の
所
得
税
額
と
住
民
税
額
の
関
係
と
当
市

に
お
け
る
税
収
の
見
込
み
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

　
総
務
部
長
　
国
の
三
位
一
体
改
革
の
一

環
と
し
て
、
国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の
市

県
民
税
に
３
兆
円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
独

身
者
で
給
与
が
３
０
０
万
円
の
場
合
で
、

今
ま
で
は
所
得
税
12
万
４
０
０
０
円
、
住

民
税
６
万
４
５
０
０
円
、
合
計
18
万
８
５

０
０
円
と
い
う
収
税
額
に
な
っ
て
い
る
が
、

今
回
の
改
正
で
算
出
す
る
と
、
所
得
税
が

６
万
２
０
０
０
円
、
逆
に
住
民
税
が
12
万

議
案
質
疑

（
５
月
臨
時
会
）

議
案
質
疑

（
６
月
定
例
会
）
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立
原
正
一
議
員

　
平
成
十
八
年
第
三
回
市
議
会
定
例
会
の
一
般
質
問
で
は
、

四
名
の
議
員
が
登
壇
し
ま
し
た
。（
通
告
順
に
掲
載
）

１
　
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
農

地
の
保
全
に
つ
い
て

　
地
域
活
性
を
主
眼
に
土
地
有
効
活
用

を
図
る
た
め
水
府
地
区
の
松
平
団
地
ほ

か
６
団
地
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
が
推
進

さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
、

水
田
は
耕
作
し
て
い
る
が
、畑
は
無
耕

作
地
が
多
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
耕
作
者
数
や
受
益
者
負
担
金
、
村

費
の
負
担
な
ど
こ
れ
ま
で
の
経
過
と
現

状
並
び
に
今
後
の
土
地
利
用
の
考
え
方

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
水
府
支
所
長
　
こ
の
事
業
は
、
関
係
地

権
者
１
７
２
名
に
よ
り
水
府
南
部
地
区
土

地
改
良
区
を
設
立
し
、
県
営
事
業
と
し
て

農
林
地
一
体
開
発
整
備
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業

を
、
総
事
業
費
32
億
円
で
昭
和
60
年
度
か

ら
平
成
11
年
度
ま
で
の
15
カ
年
の
継
続
事

業
に
よ
り
、
松
平
町
の
松
平
団
地
、
牛
込

団
地
、
東
連
地
団
地
、
国
安
町
の
東
之
内

団
地
、国
安
団
地
、要
害
団
地
造
成
を
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
業
に
よ
り
、
林
地
・
原
野
か
ら

の
農
地
造
成
42
・
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
既
存

の
水
田
・
畑
の
区
画
整
理
32
・
１
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
農
道
１
・
76
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
総
合

的
に
一
体
的
に
整
備
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

地
目
別
で
は
、
水
田
13
・
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

畑
61
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
計
74
・
４
ヘ
ク
タ
ー

ル
と
な
っ
て
い
る
。
果
樹
、
水
稲
、
野
菜

等
が
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
ブ
ド
ウ
、
リ
ン

ゴ
、
イ
チ
ゴ
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
直
売
、
さ

ら
に
地
域
農
業
の
目
玉
と
し
て
水
耕
栽
培

に
よ
る
ト
マ
ト
栽
培
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、

現
在
、
６
団
地
で
農
地
の
約
17
％
に
当
た

る
10
・
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
耕
作
放
棄
地
に

な
っ
て
い
る
。
現
在
の
耕
作
者
数
の
正
確

な
数
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
平
成
11
年

度
の
デ
ー
タ
で
は
、
組
合
員
１
７
２
名
の

う
ち
、耕
作
者
は
１
３
０
名
で
あ
っ
た
が
、

現
在
は
、
も
っ
と
減
少
し
て
い
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。

　
組
合
員
の
平
均
年
齢
は
、
約
66
歳
と

な
っ
て
い
る
。

　
組
合
員
の
受
益
者
負
担
金
は
、
農
地
造

成
及
び
区
画
整
理
に
伴
う
事
業
費
の
７
・

５
％
の
負
担
で
総
額
２
億
４
６
０
万
円
と

な
っ
て
い
る
。
受
益
者
負
担
金
に
伴
う
償

還
は
、
事
業
完
了
後
、
５
年
据
え
置
き
で

平
成
30
年
度
ま
で
の
15
年
償
還
と
な
っ
て

い
る
。

　
今
後
の
土
地
利
用
の
考
え
方
等
は
、
耕

作
放
棄
地
解
消
の
た
め
、
松
平
団
地
に
お

い
て
は
、
農
地
の
流
動
化
に
取
り
組
ん
で

お
り
、
ソ
バ
や
牧
草
の
作
付
、
ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
等
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。ま
た
、

今
年
度
新
規
の
就
農
者
１
名
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。

　
今
後
と
も
組
合
員
の
意
向
を
把
握
し
な

が
ら
、
水
府
南
部
土
地
改
良
区
、
Ｊ
Ａ
み

ず
ほ
、
み
ず
ほ
農
援
な
ど
、
関
係
機
関
・
団

体
と
情
報
交
換
を
行
い
な
が
ら
、
農
地
の

流
動
化
、
受
委
託
組
織
の
活
用
、
団
塊
の

世
代
の
新
規
就
農
を
促
進
し
、
耕
作
放
棄

地
の
増
加
を
で
き
る
だ
け
抑
制
し
、
農
地

の
有
効
利
用
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　
村
費
の
負
担
は
、
事
業
に
直
接
係
る
も

の
と
し
て
、
農
地
造
成
、
区
画
整
理
は
事

業
費
の
10
％
、
農
道
整
備
は
17
・
５
％
の

負
担
を
行
い
、
総
額
は
３
億
５
６
０
０
万

円
で
、
負
担
年
度
は
昭
和
60
年
度
か
ら
平

成
11
年
度
ま
で
の
15
年
間
で
あ
る
。

　
土
地
利
用
の
考
え
方
、
特
に
耕
作
放
棄

地
の
利
用
は
、
今
後
と
も
農
地
と
し
て
の

利
用
が
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い

る
。２

　
都
市
計
画
推
進
の
現

状
に
つ
い
て

　
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
当
た
り
、駅

前
開
発
の
進
め
方
や
消
防
署
跡
地
利
用

の
考
え
方
に
つ
い
て
。ま
た
、金
砂
郷
・

大
里
地
区
阿
弥
陀
如
来
堂
に
隣
接
す
る

団
地
の
道
路
の
整
備
、
さ
ら
に
は
、
金

砂
郷
・
南
中
学
校
南
地
区
団
地
及
び
薬

谷
町
市
道
が
集
中
豪
雨
時
に
河
川
状
態

に
な
り
、低
地
部
の
床
下
浸
水
に
対
す

る
改
善
と
整
備
に
つ
い
て
。
ま
た
、
主

要
幹
線
道
路
が
整
備
さ
れ
る
中
で
、地

場
産
業
製
品
の
流
通
販
売
セ
ン
タ
ー
の

早
期
開
設
に
つ
い
て
、市
長
に
そ
の
所

見
を
伺
い
た
い
。

　
建
設
部
長
　
駅
周
辺
の
今
後
の
進
め
方

に
つ
い
て
は
、
５
月
に
関
係
地
権
者
の
皆

様
に
対
し
、
計
画
概
要
の
地
元
説
明
会
を

一

般

質

問
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開
催
し
、
お
お
む
ね
の
了
解
を
い
た
だ
い

た
の
で
、速
や
か
に
現
況
測
量
を
実
施
し
、

そ
の
後
、
基
本
設
計
の
策
定
に
着
手
す
る

な
ど
、
事
業
の
推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
た

い
。

　
旧
消
防
庁
舎
跡
地
は
、
今
年
度
、
市
街

地
の
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、ま
た
、中

心
市
街
地
の
活
性
化
策
と
し
て
整
備
を
予

定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
整
備
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
住

民
参
加
に
よ
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催

し
、
計
画
段
階
か
ら
地
域
の
住
民
の
皆
様

に
参
加
い
た
だ
き
、
整
備
後
の
維
持
管
理

な
ど
も
含
め
て
市
民
と
の
協
働
に
よ
り
進

め
て
ま
い
り
た
い
。
既
に
５
月
に
は
、
地

元
の
各
町
内
を
初
め
商
工
会
、商
店
会
、Ｐ

Ｔ
Ａ
、
子
ど
も
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
き
、
第
１
回
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
後
は
、
９
月
ま
で
に
計
５
回
程
度
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、
計
画
を
取

り
ま
と
め
た
後
、
整
備
に
着
手
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　
街
な
み
環
境
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、

本
年
度
は
、
通
り
塩
町
地
区
の
梅
津
会
館

前
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
部

を
小
公
園
と
し
て
整
備
を
予
定
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
老
朽
化
し
た
倉
庫
２
棟
を

撤
去
し
た
跡
地
に
塀
や
植
栽
な
ど
で
修
景

し
な
が
ら
ベ
ン
チ
な
ど
の
休
憩
施
設
を
備

え
た
蔵
な
ど
の
周
辺
景
観
に
配
慮
し
た
小

公
園
と
し
て
整
備
し
て
ま
い
り
た
い
。

　
金
砂
郷
支
所
長
　
金
砂
郷
・
大
里
地
区

阿
弥
陀
堂
に
隣
接
す
る
団
地
内
の
道
路
は

現
在
、
私
道
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
現
時

点
で
は
寄
附
な
ど
の
課
題
を
整
理
し
、
今

後
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い

る
。

　
ま
た
、
金
砂
郷
・
南
中
学
校
南
地
区
団

地
及
び
薬
谷
町
市
道
が
集
中
豪
雨
時
に
河

川
状
態
に
な
り
、
低
地
部
の
床
下
浸
水
に

対
す
る
改
善
と
整
備
に
つ
い
て
は
、
南
中

学
校
南
地
区
団
地
の
東
側
の
雨
水
及
び
生

活
排
水
は
、
南
中
学
校
前
の
側
溝
に
流
入

し
て
い
た
が
、
県
道
和
田
上
河
合
線
の
バ

イ
パ
ス
工
事
の
完
了
に
伴
い
、そ
の
雨
水
・

生
活
排
水
が
国
道
２
９
３
号
方
面
の
湯
の

沢
川
に
放
流
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
前

よ
り
大
変
水
量
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
。
さ
ら
に
、
現
在
、
そ
の
団
地
南
側
の

小
規
模
宅
地
開
発
に
伴
う
業
者
と
の
事
前

協
議
に
お
い
て
、
薬
谷
町
市
道
か
ら
団
地

低
地
部
へ
の
生
活
道
路
に
流
れ
る
雨
水
を

そ
の
団
地
低
地
部
の
手
前
か
ら
西
側
の
山

田
川
方
面
に
放
流
す
る
よ
う
指
導
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
雨
水
対
策
は
大
幅
に
改
善

さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

　
市
長
　
市
内
の
物
産
品
の
直
売
所
は
、

各
地
区
合
わ
せ
て
５
カ
所
で
、
Ｊ
Ａ
茨
城

み
ず
ほ
が
運
営
し
て
お
り
、
農
産
物
が
中

心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
直
売
所
等

も
含
め
て
常
陸
太
田
市
全
体
へ
の
観
光
、

あ
る
い
は
入
り
込
み
客
の
施
設
へ
の
総
数

は
、
平
成
17
年
度
、
概
算
で
あ
る
が
、
１

３
１
万
３
０
０
０
人
が
、
常
陸
太
田
市
に

来
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
方
た

ち
が
、
物
産
直
売
所
等
を
訪
ね
て
い
た
だ

い
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
物

産
直
売
所
に
供
給
さ
れ
る
物
産
品
の
生
産

量
と
、お
客
様
の
需
要
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
、

ほ
ぼ
と
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。

し
か
し
、
も
っ
と
商
売
の
仕
方
等
に
よ
っ

て
は
こ
れ
を
向
上
す
る
手
だ
て
は
な
か
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
こ
の
担
当

団
体
と
も
協
議
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と

思
っ
て
い
る
。

　
日
本
国
内
で
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
こ

の
物
産
セ
ン
タ
ー
が
で
き
て
い
る
が
、
基

本
と
な
る
生
産
計
画
が
き
ち
っ
と
し
な
い

ま
ま
に
設
備
投
資
を
し
て
物
産
セ
ン
タ
ー

を
つ
く
っ
た
と
こ
ろ
は
、
こ
と
ご
と
く
失

敗
し
て
い
る
状
況
下
に
あ
る
の
で
、
こ
れ

か
ら
の
経
営
計
画
な
る
も
の
を
き
ち
っ
と

検
討
し
た
上
で
、
結
論
を
出
し
て
い
く
べ

き
だ
ろ
う
と
基
本
的
に
は
考
え
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
な
お
、
仮
に
物
産
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
る

に
し
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
位
置
に
つ
く
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
る

の
で
、
入
り
込
み
客
を
中
心
に
し
た
よ
う

な
物
産
セ
ン
タ
ー
の
設
置
位
置
と
、
当
市

内
で
も
日
常
の
買
い
物
等
に
不
便
を
来
し

て
い
る
団
地
等
も
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
ら

を
考
え
た
と
き
に
、
そ
の
市
の
内
外
両
方

に
対
し
て
そ
の
物
産
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す

る
と
い
う
考
え
方
も
一
方
で
は
あ
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か

ら
Ｊ
Ａ
、
商
工
会
、
観
光
協
会
等
と
の
連

携
の
中
で
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。

旧消防署跡地
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教
育
行
政
に
つ
い
て

　
少
子
化
が
進
行
す
る
中
で
、学
校
施

設
な
ど
、ど
の
よ
う
な
教
育
環
境
が
よ

い
の
か
、そ
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い

る
が
、
今
後
の
小
・
中
学
校
の
児
童
生

徒
数
、
学
級
数
、
職
員
数
、
複
式
学
級

の
推
移
状
況
や
学
校
の
統
廃
合
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。
ま
た
、
通
学
生
徒
の
安

全
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
就
学
援
助

制
度
に
つ
い
て
当
市
の
現
状
と
内
容
及

び
対
策
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
ま
た
、山
吹
運
動
公
園
体
育
館
が
老

朽
化
し
て
い
る
が
、武
道
館
を
含
め
た

建
設
計
画
な
ど
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
教
育
長
　
小
・
中
学
校
の
児
童
生
徒
数
、

学
級
数
、
職
員
数
、
複
式
学
級
の
推
移
状

況
に
つ
い
て
は
　
平
成
18
年
５
月
現
在
、

小
学
校
19
校
で
児
童
数
３
４
０
４
人
、
４

年
後
の
22
年
度
は
、２
７
１
２
人
と
６
９
２

人
の
減
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

　
中
学
校
は
、
８
校
で
現
在
２
０
６
１
人
、

４
年
後
は
、１
７
１
１
人
と
な
り
、
３
５
０

人
の
減
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　
学
級
数
で
は
、
今
年
度
、
小
・
中
学
校

合
わ
せ
て
２
３
０
学
級
、
平
成
22
年
度
に

は
２
０
５
学
級
、マ
イ
ナ
ス
25
と
な
る
。ま

た
、
現
在
の
教
職
員
数
は
、
小
・
中
学
校

で
４
２
３
名
で
あ
る
が
、単
純
計
算
で
、平

成
22
年
に
は
４
０
０
名
を
切
る
状
況
で
あ

る
。

　
複
式
学
級
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
３
校

で
実
施
し
て
い
る
。
平
成
22
年
度
に
は
７

校
に
な
る
と
予
定
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、そ

の
７
校
中
、
４
校
で
複
式
学
級
が
２
ク
ラ

ス
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

　
今
後
も
少
子
化
傾
向
の
続
く
中
で
、
児

童
生
徒
数
の
減
少
は
ま
す
ま
す
続
く
も
の

と
思
わ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、子

供
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
教
育
環
境

が
よ
い
か
を
早
急
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
の
考
え
方
か
ら
、
有
識
者
に
よ
る
学

校
施
設
検
討
協
議
会
を
立
ち
上
げ
教
育
環

境
の
整
備
や
方
向
性
等
に
つ
い
て
協
議
を

い
た
だ
き
答
申
書
を
ま
と
め
て
い
た
だ
い

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
学
校
の
統
廃
合
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、

一
番
大
切
な
こ
と
は
、
児
童
生
徒
、
保
護

者
を
初
め
と
す
る
地
域
の
方
々
の
意
見
や

考
え
方
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。さ
ら
に
、

学
校
施
設
の
適
正
規
模
、
適
正
配
置
な
ど

に
つ
い
て
児
童
生
徒
の
負
担
軽
減
あ
る

い
は
登
下
校
の
安
全
性
な
ど
、
多
方
面
か

ら
協
議
・
検
討
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
を
基
本
に
、
教
育
委
員
会
と
し
て
の
考

え
方
の
整
理
を
行
い
、
教
育
環
境
の
整
備

の
方
向
性
を
決
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　
就
学
援
助
制
度
の
現
状
に
つ
い
て
は
、

常
陸
太
田
市
就
学
援
助
費
事
務
処
理
要
領

に
よ
り
実
施
し
て
い
る
。
平
成
18
年
４
月

現
在
、
児
童
生
徒
に
対
し
要
保
護
認
定
者

６
名
、
準
要
保
護
認
定
者
１
３
８
名
と

な
っ
て
い
る
。昨
年
度
と
比
較
す
る
と
、要

保
護
、
準
要
保
護
、
昨
年
の
合
計
が
１
６

６
名
で
あ
っ
た
の
で
、
約
20
名
の
減
と

な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
認
定
者
に
対
し
て
、学
用
品
・

通
学
用
品
費
、
校
外
活
動
費
、
新
入
学
児

童
生
徒
学
用
品
費
等
の
援
助
を
行
い
、
保

護
者
負
担
の
軽
減
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
国
庫
補
助
金
の
準
要
保

護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助
金
が
平
成
16
年

度
末
に
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
平
成
17
年
度

よ
り
市
単
独
の
援
助
費
と
し
て
引
き
続
き

支
給
し
て
い
る
。

　
就
学
援
助
制
度
の
活
用
や
対
応
に
つ
い

て
は
、
市
民
生
活
ガ
イ
ド
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
お
知
ら
せ
版
に
掲
載
し
、
制
度
の
周

知
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。ま
た
、

教
員
に
よ
る
児
童
生
徒
の
家
庭
訪
問
時
に

お
い
て
家
庭
状
況
の
確
認
も
行
っ
て
い
る
。

　
山
吹
運
動
公
園
市
民
体
育
館
の
老
朽
化

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
昭
和
52
年
７
月
に

竣
工
し
て
、築
29
年
が
経
過
し
て
お
り
、老

朽
化
も
進
ん
で
い
る
が
、
安
全
で
適
正
に

活
用
い
た
だ
け
る
よ
う
保
全
管
理
に
努
め

て
い
る
の
で
、
早
急
に
建
て
か
え
る
状
況

に
は
な
い
が
、
今
後
に
つ
い
て
は
、
保
全

管
理
の
状
況
・
程
度
を
考
え
て
判
断
、
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

【
立
原
議
員
　
他
の
質
問
事
項
】

　
・
行
政
改
革
大
綱
に
つ
い
て

　
・
自
主
財
源
の
確
保
に
つ
い
て

　
・
宮
の
郷
工
業
団
地
の
運
営
に
つ
い

て

　
・
バ
イ
オ
炭
の
運
営
に
つ
い
て

１
　
小
・
中
学
校
の
統
合

等
教
育
環
境
の
整
備
に

つ
い
て

　
小
・
中
学
校
の
統
合
問
題
に
つ
い
て

は
、
17
年
３
月
定
例
会
に
お
い
て
、
早

急
に
有
識
者
に
よ
る
検
討
会
議
を
設

け
、協
議
を
進
め
る
旨
の
答
弁
が
あ
っ

た
が
、17
年
12
月
７
日
の
立
ち
上
げ
と

な
っ
て
い
る
が
、な
ぜ
遅
れ
る
に
至
っ

た
の
か
。学
校
施
設
検
討
協
議
会
の
組

織
と
今
日
ま
で
の
検
討
状
況
と
項
目
、

中
長
期
な
整
備
を
必
要
と
す
る
項
目
等

に
つ
い
て
、
ま
た
、
複
式
学
級
の
解
消

見
通
し
や
部
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

　
教
育
長
　
市
学
校
施
設
検
討
協
議
会
の

立
ち
上
げ
が
平
成
17
年
12
月
に
遅
れ
た
こ

茅
根
　
猛
議
員
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と
に
つ
い
て
は
、
委
員
17
名
の
う
ち
２
名

の
委
員
は
、
広
く
意
見
を
聞
く
た
め
公
募

制
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
公
募
に
係

る
検
討
や
４
地
区
か
ら
の
委
員
選
出
な
ど

の
諸
準
備
の
た
め
に
、
設
置
が
全
体
的
に

お
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
市
学
校
施
設
検
討
協
議
会
の
組
織
に
つ

い
て
は
、
17
名
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て

お
り
、
教
育
関
係
者
、
小
中
学
校
・
幼
稚

園
代
表
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
代
表
、
各
地
区
代
表
、
公

募
委
員
等
に
よ
り
組
織
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
小
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
代
表
と
地
区
代
表

に
つ
い
て
は
、
４
地
区
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
１

名
の
委
員
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
検
討
状
況
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
５

回
開
催
さ
れ
、
そ
の
う
ち
２
回
は
、
学
校

視
察
を
行
い
、
学
校
施
設
の
現
状
を
把
握

す
る
と
と
も
に
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
、
保
護

者
及
び
教
職
員
等
の
懇
談
も
行
わ
れ
て
い

る
。
同
時
に
、
委
員
に
よ
る
、
小
中
学
校

の
適
正
規
模
や
幼
稚
園
の
あ
り
方
等
に
つ

い
て
の
協
議
が
さ
れ
て
お
り
、
教
育
環
境

の
整
備
の
方
向
性
を
示
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
検
討
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
児
童
生
徒
の
適
正
規
模
の
視
点
か
ら
は
、

現
在
、複
式
学
級
に
な
っ
て
い
る
学
校
、さ

ら
に
、
今
後
５
年
以
内
に
新
た
に
複
式
学

級
の
で
き
る
学
校
を
中
心
に
、
統
廃
合
の

必
要
性
を
含
め
て
、
旧
町
村
部
か
ら
引
き

継
い
だ
も
の
も
含
め
て
検
討
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
減
少
傾
向
が
こ

の
ま
ま
続
く
と
仮
定
し
た
場
合
、
10
年
後

の
学
校
規
模
の
あ
り
方
や
適
正
配
置
も
検

討
の
内
容
に
入
っ
て
お
り
、
幼
稚
園
も
同

様
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
に
は
、
校
舎

等
施
設
の
老
朽
化
の
実
情
を
踏
ま
え
た
検

討
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
複
式
学
級
の
解
消
見
通
し
に
つ
い
て
は
、

市
学
校
施
設
検
討
協
議
会
の
答
申
結
果
に

基
づ
き
、
で
き
る
だ
け
早
く
保
護
者
や
地

域
の
方
と
話
し
合
う
機
会
を
つ
く
る
考
え

で
あ
る
。
同
時
に
、
複
式
学
級
に
対
す
る

理
解
が
不
十
分
な
た
め
、
保
護
者
の
不
安

が
大
き
く
な
っ
て
い
る
面
も
あ
る
の
で
、

複
式
学
級
の
授
業
の
進
め
方
等
に
つ
い
て

説
明
す
る
機
会
を
、
今
後
と
も
つ
く
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
中
学
校
の
部
活
動
に
つ
い
て
は
、
里
美

中
が
30
年
ぶ
り
に
柔
道
部
が
復
活
し
た
よ

う
に
、
地
域
の
方
の
協
力
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
現
状
に
お
い
て
も
生
徒
の
ニ
ー
ズ

を
第
一
に
考
え
る
よ
う
、
今
後
と
も
学
校

関
係
者
と
話
し
合
い
を
進
め
て
ま
い
り
た

い
と
思
う
。

　
少
人
数
で
の
総
合
的
な
教
育
に
つ
い
て

は
、
学
習
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
や
人
間
関
係

に
お
い
て
の
デ
メ
リ
ッ
ト
等
の
両
面
が
あ

る
の
で
、
そ
の
両
面
か
ら
、
保
護
者
や
地

域
の
方
と
共
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
学
校
の
統
合
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
、

一
番
大
切
な
こ
と
は
、
児
童
生
徒
、
保
護

者
を
初
め
と
す
る
地
域
の
方
々
の
意
見
や

考
え
方
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
基
本
に
、
教
育
委
員
会
と
し

て
の
考
え
方
の
整
理
を
行
い
、
教
育
環
境

の
整
備
や
方
向
性
に
向
け
て
、
総
合
的
に

進
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

２
　
小
学
校
登
下
校
時
の

不
審
者
対
策
等
に
つ
い

て

　
先
日
、金
砂
郷
地
区
内
小
学
校
に
お

い
て
、下
校
時
に
、子
供
た
ち
の
前
で
、

複
数
の
若
者
の
不
審
車
両
が
携
帯
カ
メ

ラ
を
使
用
す
る
な
ど
し
、往
復
を
す
る

と
い
う
事
案
が
発
生
し
た
が
、今
回
の

事
案
等
に
対
し
て
、教
育
委
員
会
の
対

応
と
市
内
各
学
校
の
点
検
指
導
に
つ
い

て
、
ま
た
、
今
後
の
取
り
組
み
と
し
て

事
件
の
芽
を
摘
む
た
め
の
警
察
と
の
連

携
強
化
な
ど
今
後
の
取
り
組
み
と
各
学

校
へ
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

　　
教
育
長
　
児
童
生
徒
の
登
下
校
時
に
お

け
る
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
に

お
い
て
防
犯
教
室
を
実
施
し
、
防
犯
意
識

の
高
揚
や
防
犯
ベ
ル
の
使
い
方
、
複
数
に

よ
る
登
下
校
時
の
具
体
的
な
対
応
の
仕
方

を
児
童
生
徒
に
指
導
し
て
き
て
い
る
。

　
ま
た
、
各
家
庭
に
安
全
対
策
に
関
す
る

文
書
を
配
布
し
、
保
護
者
へ
の
防
犯
意
識

の
啓
発
も
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
警
察

や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、地
域
と
の
連
携
を
強
化
し
、地

域
に
よ
る
自
警
団
を
組
織
し
、
立
哨
指
導

や
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
な
が
ら
、
児

童
生
徒
の
安
全
確
保
に
努
め
て
い
る
。
地

域
子
ど
も
安
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
や
、

市
職
員
に
よ
る
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
も
継
続

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
回
は
、
教
育
委
員
会
と
し
て
独
自
に

パ
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
と
と
も
に
、
各
園
や

小
中
学
校
に
は
不
審
者
情
報
の
通
知
を
出

し
、安
全
意
識
の
高
揚
に
努
め
て
き
た
が
、

最
近
の
悲
惨
な
事
件
が
発
生
し
て
い
る
こ

と
を
か
ん
が
み
る
と
、
地
域
の
安
全
は
地

域
で
守
る
意
識
の
高
揚
に
今
後
と
も
努
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
も
、
今
ま
で
呼
び
か
け
て
き
た

自
警
団
組
織
が
、
ま
だ
全
部
の
学
校
単
位

に
組
織
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
さ
ら
に
強

く
呼
び
か
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
地
域
子
ど
も
安
全
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
登
録
者
に
つ
い
て
は
、
発
足
当

時
は
５
０
０
名
で
あ
っ
た
が
、
現
在
７
３

０
名
に
な
っ
て
い
る
。こ
れ
に
つ
い
て
も
、

さ
ら
に
多
く
の
方
の
協
力
が
い
た
だ
け
る

よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
き
、
地
域
で
の
組

織
的
な
活
動
が
よ
り
活
発
に
な
る
よ
う
に

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
警
察
と
の
連
携
強
化
に
つ
い
て
は
、
不

審
者
に
関
す
る
情
報
は
、
相
互
に
随
時
提

供
し
合
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
常
陸
太

田
地
区
学
校
と
警
察
と
の
連
絡
協
議
会
を
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定
期
的
に
開
催
し
て
お
り
、
不
審
者
等
対

策
の
た
め
の
情
報
交
換
等
を
行
っ
て
き
て

い
る
。
さ
ら
に
は
、
今
年
度
よ
り
新
た
に

太
田
警
察
署
へ
１
名
配
置
さ
れ
て
い
る
ス

ク
ー
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
用
や
、
現
在
進

め
ら
れ
て
い
る｢

太
田
警
察
署
子
ど
も
を
守

る
１
１
０
番
の
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｣

等
に
よ

り
、
警
察
と
の
連
携
強
化
を
さ
ら
に
進
め

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
今
後
の
取
り
組
み
、
各
学
校
へ
の
安
全

対
策
は
、
今
後
も
児
童
生
徒
や
保
護
者
に

対
し
て
危
機
回
避
能
力
の
た
め
の
取
り
組

み
を
積
極
的
に
行
い
な
が
ら
、
警
察
や
自

警
団
組
織
及
び
地
域
子
ど
も
安
全
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
等
の
連
携
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

運
行
時
刻
、
運
賃
、
運
行
管
理
体
制
等
を

内
容
と
す
る
地
域
交
通
計
画
に
つ
い
て
協

議
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

　
市
民
バ
ス
の
運
行
コ
ー
ス
、
運
行
日
等

に
つ
い
て
も
、
新
た
な
交
通
シ
ス
テ
ム
に

反
映
で
き
る
よ
う
、
地
域
交
通
会
議
の
中

で
各
委
員
の
皆
様
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し

な
が
ら
、
協
議
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。

２
　
生
活
基
盤
に
つ
い
て

　
生
活
水
困
窮
世
帯
の
対
応
と
、施
設

整
備
等
の
施
策
、
ま
た
、
ご
み
等
集
積

所
の
利
用
に
対
し
、町
会
費
未
納
者
へ

の
利
用
条
件
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
通

信
網
の
整
備
と
し
て
携
帯
電
話
不
感
地

帯
へ
の
整
備
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　　
水
道
部
長
　
生
活
水
困
窮
世
帯
に
対
す

る
対
策
に
つ
い
て
、
金
砂
郷
地
区
赤
土
地

内
は
、
昭
和
51
年
度
に
北
部
地
区
簡
易
水

道
事
業
の
認
可
を
受
け
て
、
給
水
区
域
内

の
申
込
者
１
１
０
０
世
帯
に
対
し
て
加
入

分
担
金
を
徴
収
し
、
給
水
栓
ま
で
の
工
事

を
実
施
し
、
昭
和
54
年
４
月
に
供
用
開
始

を
し
た
地
区
で
あ
る
。

　
ま
た
、現
地
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、集

落
よ
り
約
８
０
０
メ
ー
タ
ー
山
側
に
入
っ

た
世
帯
で
、
上
水
道
か
ら
の
給
水
は
個
人

負
担
と
な
り
、
工
事
費
の
面
で
現
実
的
対

応
で
な
い
と
い
う
判
断
を
し
、
現
在
使
用

し
て
い
る
沢
水
を
利
用
し
た
受
水
槽
を
増

量
す
る
こ
と
が
、
実
情
に
合
っ
た
効
率
的

整
備
方
法
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
、
そ
の

旨
を
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
現
在
、生
活
水
困
窮
世
帯
に
つ
い
て
は
、

小
集
落
で
水
道
整
備
が
さ
れ
て
い
な
い
世

帯
で
、
旧
太
田
地
区
19
世
帯
、
金
砂
郷
地

区
６
世
帯
、
水
府
地
区
７
世
帯
、
里
美
地

区
５
世
帯
の
37
世
帯
で
あ
る
。

　
今
ま
で
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
常
陸
太

田
地
区
は
、
未
給
水
区
域
解
消
事
業
に
よ

り
、
町
屋
町
初
沢
地
区
、
真
弓
町
台
地
区

の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
里
美
地

区
で
は
、
岡
見
地
区
、
笠
石
、
田
平
、
天

竜
院
地
区
な
ど
に
飲
料
水
の
供
給
施
設
を

整
備
す
る
と
と
も
に
、
水
府
地
区
に
お
い

て
は
、
湯
草
、
竹
の
内
、
横
久
根
地
区
に

小
規
模
水
道
施
設
の
整
備
を
そ
れ
ぞ
れ

図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
後
の
対
策
、
施
設
整
備
に
対
す
る
助

成
に
つ
い
て
は
、先
ほ
ど
の
37
世
帯
は
、地

理
的
、
地
形
的
条
件
も
異
な
る
の
で
、
そ

の
現
状
に
適
し
た
整
備
手
法
が
重
要
で
あ

る
と
思
っ
て
い
る
。
今
後
、
そ
れ
ら
の
調

査
検
討
を
し
て
ま
い
り
た
い
。

　　
市
民
生
活
部
長
　
ご
み
集
積
所
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
町
会
長
等
の
申
請
に
よ
り

ご
み
集
積
所
を
設
置
し
、
そ
の
利
用
や
清

掃
管
理
を
町
会
に
お
願
い
し
て
い
る
。
市

は
、
ご
み
収
集
日
、
分
別
、
出
し
方
等
に

つ
い
て
周
知
啓
発
を
図
り
、
ご
み
の
収
集

各
園
、
小
・
中
学
校
と
の
連
絡
を
さ
ら
に

密
に
し
て
、
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１
　
交
通
網
に
つ
い
て

　
市
民
バ
ス
の
未
通
過
地
域
や
細
や
か

な
地
域
へ
の
運
行
な
ど
、コ
ー
ス
及
び

運
行
日
等
の
見
直
し
に
対
す
る
所
見
を

伺
い
た
い
。

　
市
長
公
室
長
　
交
通
網
に
つ
い
て
は
、

本
市
に
お
い
て
も
、
路
線
バ
ス
や
鉄
道
等

の
公
共
交
通
機
関
の
撤
退
、減
便
に
よ
り
、

高
齢
者
や
学
生
等
の
通
学
、
通
院
等
の
日

常
生
活
に
も
影
響
が
出
て
き
て
い
る
中
で
、

既
存
の
路
線
バ
ス
、
市
民
バ
ス
、
み
ど
り

号
等
の
運
行
形
態
を
総
合
的
に
見
直
し
を

行
い
、
市
全
域
を
対
象
と
し
た
新
た
な
公

共
交
通
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
、
市

民
10
人
、
路
線
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
事
業
者

６
人
、
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
３
人
、
関
係
行
政
機

関
の
代
表
９
人
を
委
員
と
す
る
常
陸
太
田

市
地
域
交
通
会
議
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
地
域
交
通
会
議
に
お
い
て
は
、本
年
度
、

地
域
交
通
計
画
の
基
本
方
針
や
運
送
サ
ー

ビ
ス
の
範
囲
、
形
態
、
路
線
、
運
行
回
数
、

山
口
恒
男
議
員

地域子ども安全ボランティア
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９

を
行
っ
て
い
る
。
町
会
費
未
納
と
ご
み
集

積
所
の
利
用
に
つ
い
て
は
直
接
関
係
な
い

の
で
、
利
用
は
で
き
る
が
、
町
会
の
皆
様

が
協
力
し
、
清
掃
や
管
理
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
円
滑
な
人
間
関
係
や
近
所
と

の
つ
き
合
い
は
大
切
で
あ
る
の
で
、
何
よ

り
も
地
域
の
中
で
十
分
話
し
合
い
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
肝
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

　　
市
長
公
室
長
　
通
信
網
整
備
に
つ
い
て
、

本
市
で
は
、
昨
年
度
、
里
美
地
区
の
里
川

町
と
里
美
牧
場
に
通
信
用
鉄
塔
２
基
の
建

設
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
携
帯
電
話
の
不
感
地
域
の
解
消
に
は
、

携
帯
電
話
事
業
者
の
事
業
参
画
が
前
提
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
年
２
月
、
総
務
省

か
ら
の
平
成
19
年
度
の
移
動
通
信
用
鉄
塔

施
設
整
備
事
業
の
照
会
に
対
し
て
、
不
感

地
域
で
あ
る
５
地
域
に
つ
い
て
、
建
設
希

望
の
申
し
出
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
希
望
内
容
は
、
総
務
省
関
東
総
合
通
信

局
管
内
の
全
携
帯
電
話
事
業
者
に
周
知
さ

れ
、
事
業
者
と
し
て
建
設
を
希
望
す
る
エ

リ
ア
が
あ
る
場
合
は
、
自
治
体
と
協
議
調

整
し
、
鉄
塔
建
設
に
取
り
組
む
こ
と
と
な

る
。
こ
の
結
果
、
現
在
、
金
砂
郷
地
区
の

上
宮
河
内
町
の
一
部
に
つ
い
て
、
携
帯
電

話
事
業
者
か
ら
建
設
の
意
向
が
示
さ
れ
、

こ
の
事
業
者
と
協
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　
今
後
も
、
国
及
び
県
の
補
助
制
度
な
ど

の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
携
帯
電
話
事

業
者
と
協
議
を
重
ね
、
引
き
続
き
不
感
地

域
の
解
消
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

３
　
救
急
体
制
に
つ
い
て

　
迅
速
で
24
時
間
対
応
、輪
番
制
に
よ

る
医
療
機
関
と
の
連
携
で
救
急
体
制
の

強
化
を
図
る
た
め
、医
療
機
関
に
対
す

る
補
助
制
度
等
の
導
入
や
金
砂
郷
地
区

へ
の
消
防
署
支
署
の
設
置
と
救
急
車
配

備
を
望
む
が
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

　
消
防
長
　
救
急
医
療
施
設
と
の
連
携
協

力
の
中
で
、
補
助
制
度
等
の
新
設
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
当
市
に
お
い
て
休
日
・
祝

日
・
年
末
年
始
な
ど
に
お
け
る
急
病
患
者

の
医
療
を
確
保
す
る
た
め
、
医
師
会
の
協

力
に
よ
り
、
市
内
11
の
医
療
機
関
の
協
力

の
も
と
に
、
在
宅
当
番
救
急
医
療
情
報
提

供
実
施
事
業
と
し
て
、
医
師
会
と
委
託
契

約
を
締
結
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
新

た
な
補
助
制
度
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な

い
が
、
円
滑
な
救
急
医
療
体
制
を
確
保
す

る
た
め
、
今
後
と
も
医
療
機
関
や
医
師
会

等
に
、
引
き
続
き
協
力
を
要
請
し
て
ま
い

り
た
い
。

　
金
砂
郷
地
区
へ
救
急
車
の
配
備
や
出
張

所
の
設
置
に
つ
い
て
、
現
在
、
管
内
の
災

害
出
動
に
つ
い
て
は
、
時
間
、
距
離
な
ど

を
勘
案
し
て
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
金
砂
郷
地
区
の
災
害
出
動
に
つ
い

て
は
、
南
部
を
本
署
が
、
北
部
を
分
署
が
、

い
ち
早
い
災
害
対
応
に
努
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
緊
急
車
両
が
現
場
到
着
ま
で
の

お
お
よ
そ
の
距
離
、
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
直

線
で
約
10
キ
ロ
15
分
と
と
ら
え
た
場
合
、

お
お
む
ね
こ
の
範
囲
内
で
の
災
害
対
応
が

可
能
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
平
成
16
年

の
全
国
平
均
の
現
場
到
着
所
要
時
間
に
つ

い
て
は
６
・
４
分
で
、
当
市
の
場
合
は
６
・

８
分
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
中
で
、
平
成
17
年
中
に
お
け
る
各
地

区
の
救
急
出
動
件
数
で
15
分
以
上
の
時
間

を
要
し
た
件
数
は
、
金
砂
郷
地
区
が
２
９

１
件
中
、
16
件
で
５
・
５
％
、
水
府
地
区

が
６
件
で
３
・
１
％
、
里
美
地
区
が
60
件

で
44
・
８
％
、
常
陸
太
田
地
区
が
６
件
で

０
・
５
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
救
急
車
の
配
置
や
出
張
所
の

設
置
に
つ
い
て
は
、
計
画
が
な
い
。

【
山
口
議
員
　
他
の
質
問
事
項
】

　
・
生
活
環
境
に
つ
い
て

　
・
少
子
化
対
策
に
つ
い
て

１
　
適
応
指
導
教
室
開
設

事
業
に
つ
い
て

　
適
応
指
導
教
室
は
既
に
４
月
20
日

に
開
設
さ
れ
て
い
る
が
、整
備
の
進
捗

状
況
と
児
童
生
徒
数
、指
導
員
の
状
況

と
今
後
の
育
成
、
さ
ら
に
、
施
設
の
中

に
保
護
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
相
談
室
の

設
置
や
相
談
体
制
。
ま
た
、
適
応
指
導

教
室
に
通
う
保
護
者
と
誉
田
公
民
館
利

用
者
の
相
互
利
用
に
よ
る
駐
車
場
整

備
、ま
た
適
応
教
室
の
名
称
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

　
教
育
長
　
適
応
指
導
教
室
の
整
備
進
捗

状
況
に
つ
い
て
は
、
旧
誉
田
幼
稚
園
の
各

施
設
の
中
で
、
児
童
生
徒
の
状
況
等
を
考

慮
し
て
、
個
別
的
に
対
応
す
る
た
め
の
相

梶
山
昭
一
議
員

常陸太田市消防署
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１０

談
室
や
学
習
室
を
新
た
に
設
け
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
現
在
、
適
応
指
導
教
室
に
通
級
し
て
い

る
児
童
生
徒
は
、
中
学
生
が
４
名
で
今
後

の
見
込
み
と
し
て
は
、
６
名
程
度
と
考
え

て
い
る
。

　
体
育
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
旧
幼

稚
園
の｢

遊
戯
室｣
や｢
園
庭｣

を
体
育
施
設

と
し
て
位
置
づ
け
、
利
用
を
し
て
い
る
。

　
指
導
員
等
に
つ
い
て
は
、
教
職
経
験
者

１
名
と
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
資
格
を
持
ち

児
童
生
徒
と
年
齢
の
近
い
者
１
名
の
計
２

名
と
、
さ
ら
に
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と

し
て
、
臨
床
心
理
士
の
資
格
が
あ
り
、
経

験
と
実
績
の
あ
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
に
よ
り
対
応
を
し
て
い
る
。
指
導
員

等
の
今
後
の
人
材
育
成
の
計
画
で
あ
る
が
、

当
面
、
教
職
員
経
験
者
や
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

の
資
格
者
な
ど
に
よ
り
対
応
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　
適
応
指
導
教
室
へ
の
相
談
室
の
設
置
、

ま
た
保
護
者
へ
の
相
談
体
制
に
つ
い
て
は
、

施
設
内
に
個
別
に
相
談
す
る
た
め
の
相
談

室
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。ま
た
、専

門
の
指
導
員
や
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
に
よ

り
、
児
童
生
徒
と
あ
わ
せ
て
保
護
者
等
へ

の
教
育
相
談
も
行
っ
て
い
る
。

　
適
応
指
導
教
室
に
通
う
保
護
者
と
誉
田

公
民
館
利
用
者
の
相
互
利
用
に
よ
る
駐
車

場
整
備
に
つ
い
て
は
、
適
応
指
導
教
室
の

事
業
運
営
に
支
障
の
な
い
範
囲
を
考
慮
し
、

関
係
課
と
協
議
し
な
が
ら
検
討
し
て
ま
い

り
た
い
。

　
適
応
指
導
教
室
の
名
称
に
つ
い
て
は
、

市
の
鳥
で
あ
る
カ
ワ
セ
ミ
に
ち
な
ん
で
、

｢

か
わ
せ
み
ク
ラ
ブ｣

と
命
名
を
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。｢

カ
ワ
セ
ミ｣

は
、過
酷
な
環
境

を
生
き
抜
く
適
応
力
、
生
命
力
を
持
つ
と

言
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
常
陸
太
田
市
の

宝
で
あ
る
子
供
た
ち
が
将
来
世
界
に
大
き

く
羽
ば
た
い
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味
を
込

め
て
、
命
名
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。

２
　
自
然
を
活
か
し
快
適

に
暮
ら
せ
る
ま
ち
事
業

（
市
道
０
１
０
１
号
大
門

幹
線
整
備
）
に
つ
い
て

　
平
成
18
年
度
の
予
算
の
中
で
、市
道

０
１
０
１
号
大
門
幹
線
道
路
に
つ
い
て

は
約
１
億
５
０
０
０
万
円
が
本
年
度
の

事
業
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。施

政
方
針
の
中
で
も
、道
路
行
政
に
つ
い

て
は
す
べ
て
の
面
で
基
盤
整
備
の
根
幹

を
な
す
も
の
で
あ
る
た
め
、今
後
一
層

道
路
整
備
の
推
進
に
力
を
入
れ
て
ま
い

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、市
道
０
１

０
１
号
大
門
幹
線
の
進
捗
状
況
と
、今

後
の
整
備
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
建
設
部
長
　
市
道
０
１
０
１
号
大
門
幹

線
に
つ
い
て
は
、
下
大
門
堀
ノ
内
地
区
と

上
大
門
大
間
ヶ
沢
地
区
を
結
ぶ
延
長
約

４
・
７
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
重
要
な
幹
線
道

路
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
に

第
１
期
事
業
と
し
て
下
大
門
堀
ノ
内
地
区

か
ら
広
域
農
道
ま
で
の
約
１
・
７
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
が
供
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
現
在
、
第
２
期
事
業
と
し
て
、
広
域
農

道
か
ら
上
大
門
萱
野
地
区
ま
で
の
約
７
０

０
メ
ー
ト
ル
、
バ
イ
パ
ス
区
間
の
整
備
を

推
進
す
る
こ
と
と
し
、
既
に
地
権
者
の
皆

様
方
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
用
地
の
取

得
を
す
べ
て
終
了
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

平
成
17
年
度
に
約
２
４
０
メ
ー
ト
ル
の
改

良
工
事
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本

年
度
は
、
引
き
続
き
約
３
０
０
メ
ー
ト
ル

区
間
の
改
良
工
事
の
実
施
を
予
定
し
て
お

り
、
平
成
20
年
度
末
ご
ろ
ま
で
に
は
、
第

２
期
の
バ
イ
パ
ス
区
間
の
整
備
が
完
了
す

る
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
。

　
残
る
第
３
期
の
上
大
門
大
間
ヶ
沢
地
区

ま
で
の
約
２
・
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間
の

整
備
に
つ
い
て
も
、
地
元
の
皆
様
の
協
力

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
早
期
に
工
事
着
手

で
き
る
よ
う
今
後
と
も
努
め
て
ま
い
り
た

い
。３

　
十
国
峠
公
園
の
整
備

に
つ
い
て

　
太
田
自
然
公
園
の
中
に
あ
る
十
国
峠

公
園
の
現
状
は
、上
大
門
町
よ
り
峠
に

向
か
っ
て
左
側
に
大
き
な
桜
の
木
が

54
本
あ
り
、
そ
の
左
側
に
、
昭
和
47
年

に
記
念
植
樹
さ
れ
た
杉
が
大
き
く
な
っ

て
お
り
、桜
の
木
と
杉
の
木
が
接
近
し

て
日
陰
と
な
り
、桜
の
生
育
に
も
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
が
、森
林
管
理
署
に

対
し
て
、桜
の
木
の
近
く
の
杉
の
木
の

伐
採
を
要
請
し
て
い
た
だ
き
た
い
。ま

た
、
伐
採
し
た
跡
地
に
は
、
治
水
の
防

止
対
策
と
し
て
落
葉
樹
の
植
樹
を
お
願

い
し
た
い
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

　
産
業
部
長
　
桜
の
木
に
か
か
る
杉
の
木

の
伐
採
に
つ
い
て
の
森
林
管
理
署
へ
の
要

請
に
つ
い
て
は
、森
林
管
理
署
か
ら
は
、植

林
木
な
の
で
難
し
い
旨
の
返
事
が
あ
り
、

な
お
、
森
林
管
理
署
に
対
し
て
は
、
平
成

17
年
度
に
茨
城
県
環
境
政
策
課
か
ら
、
自

然
公
園
等
に
お
け
る
主
要
な
展
望
地
か
ら

の
眺
望
障
害
に
関
す
る
要
望
が
提
出
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
と
あ
わ
せ
て
、
引

き
続
き
協
議
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
い
る
。

【
梶
山
議
員
　
他
の
質
問
事
項
】

　
・
地
域
子
ど
も
教
室
推
進
事
業
に
つ

い
て
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道路整備の推進に関する意見書

　道路は、地方に暮らす国民にとって、日常生活や社会・経済活動を支える最も基本的かつ重要な社会資本となっている。
　市町村合併により市域が拡大した本市は、その多くが中山間地域であり、地形的な制約により自動車交通への依存度が高いことから、そ
の生命線ともいえる道路を着実にかつ早期に整備し、快適で安心・安全な市民生活を提供することが急務となっている。
　しかし、三位一体の改革により、地方都市の財政は、地方交付税・国庫補助金の削減等によってかつてない厳しい状況に置かれ、財政基
盤の脆弱な本市においては、道路整備事業箇所の縮小や進捗の遅れなど、地域活性化の取り組みに大きな影響が生じている。
　よって、国におかれては、遅れている地方における道路整備の実態とその必要性を十分に認識され、地方が取り組む道路整備の財源の拡
充を図り、社会経済の発展と密接にかかわる道路整備を引き続き着実に推進されるよう強く要望する。
　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
　　平成１８年６月９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常陸太田市議会　　
　〔提出先〕衆参両院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣

平成１８年６月９日　
　常陸太田市議会議長　生田目　久　夫　殿

政治倫理に関する調査特別委員会委員長　木　村　徳　二　　

政治倫理に関する調査特別委員会中間報告書

　本委員会は、平成１８年第１回常陸太田市議会定例会において、政治倫理条例について、調査・研究を行うために設置され、これまでに、６
回にわたり委員会を開催してきたところであります。
　４月７日の第２回特別委員会において、所期の目的達成のため、政治倫理条例の骨子及び今後の日程、調査の方法等を協議しました。
　４月２１日の第３回特別委員会では、条例の素案について各委員に示したところであります。また、常陸大宮市、那珂市、結城市、取手市
等のそれぞれの条例、さらに山口県周南市、長崎県長崎市など県外の条例についても参考として検討してまいりました。
　また、４月２８日には、つくば市・土浦市議会を訪問し、両市の政治倫理条例について、制定の経緯、条例の課題等を調査してまいりまし
た。調査の内容等につきましては、５月１９日、全員協議会の席上、調査報告の中でご説明申し上げましたように、制定の経緯、条例の課題
等についてを参考にし、良識ある常陸太田市議会として適合すべき点を慎重に検討しながら調整をすべく努力をしてまいったところであり
ます。
　５月１９日の第４回特別委員会では、第３回の委員会の中で、「市長等を含めた条例案にすべきでは。」との意見が出され、議長による市長
との協議の結果、市長等を含めての条例案を作成することとなり、その案を示しました。
　この後、５月２６日（第５回）・６月２日（第６回）の両日の特別委員会においては、常陸太田市政治倫理条例（案）について、各条項につ
いて協議を行ってまいりました。
　協議の内容について主なものとしては、第４条の政治倫理条例基準では、「市職員の採用に関しての推薦・紹介等については、臨時職員を
含むべきではないか。」また、第５条の資産等報告書等については、「広報紙等による公表をすべきではないか。」さらに、第１９条の市が行う
契約に関する遵守事項では、「工事請負契約をはじめとする契約全般について、下請工事等も含めるべきでは。」等の意見が出されました。
　本条例（案）の主旨は、市長等を始め議員自らが市民全体の奉仕者として、市民の信頼に応えるためには、自らの倫理性を自覚し、地位
による影響力を行使して自己の利益を図る事がないよう、清廉な姿勢を基本にして市民の負託に応えようとするものであり、「政治倫理条例」
を制定してその高潔性を市民の方に明らかにしようとする考えの中で慎重に検討をした結果、ここに中間報告を行うものであります。

平成１８年６月１９日　
政治倫理に関する調査特別委員会最終報告書

　本特別委員会に付託されておりました「政治倫理条例について」の審査の経過並びに結果についてご報告いたします。
　これまでの審査の経過につきましては、６月９日の本会議におきまして、中間報告によりご報告いたしたところでありますが、その後の
委員会の協議内容について申し上げます。
　６月９日の定例会本会議におきまして、欠員となっておりました４名を議長より選任され、６月１３日の第７回特別委員会において、新た
に委員となられた方々からも活発なご意見をいただき、各条項について協議がなされました。
　協議内容としましては、「市が行う入札参加資格の申請ができない範囲については、２親等までの制限が必要なのか。」また、「市民の調査
請求者については、何人以上の者の連署とする規定が必要ではないか。」さらに「附則の施行期日については十分な周知期間を設けるべきで
はないか。」などの意見が出されました。
　このような中、施行期日については、平成１９年４月１日からということで調整が行われ、その他の件につきましては、次回の委員会で調
整協議をすることとなりました。
　６月１６日の第８回特別委員会におきまして、持ち越しとなっておりました第１９条親族の範囲については、血族の２親等とすることとし、下
請け工事等については含まない。第１２条市民の請求権については、１０名以上の連署にすることで、最終調整が行われ、本日議員提案により
常陸太田市政治倫理条例（案）を提案することが出来ました。
　本条例（案）の主旨は、中間報告でも申し上げましたように、市長等を始め議員自らが市民全体の奉仕者として、市民の信頼に応えるた
め、自らの倫理性を自覚し、地位による影響力を行使して自己の利益を図る事がないよう、清廉な姿勢を基本にして市民の負託に応えよう
とするものであります。
　議員各位におかれましても、この主旨をご理解いただき、条例（案）についてご賛同いただきたくお願い申し上げまして、政治倫理に関
する調査特別委員会の最終報告といたします。

………第３回定例会において、議員提案された下記の意見書が可決され、
国会（衆参両院議長）及び関係行政庁（関係大臣）に提出されました。………

１１

政治倫理に関する調査特別委員会中間報告及び最終報告
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市長及び議員の責務

１２

政治倫理条例 19年4月1日施行

●市民の信頼にこたえ、開かれた市政発展のために●
　第３回定例会本会議最終日に常陸太田市政治倫理条例が、賛成多数で可決成立し、平成１９年４月１日から施行さ
れることになりました。政治倫理に関する調査特別委員会が３月２４日に設置され、６月１９日に提案されるまでに、８
回の委員会を開催して、条例制定に向けて協議を重ねてきました。
　今回は、政治倫理条例の概要について、説明いたします。

条例制定の目的

　市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる常陸太田市長、副市長、教育長及び市議会議員
が市民全体の奉仕者として、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もっ
て公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

　市長等及び議員は、市政に携わる責務を深く自覚し、政
治倫理基準を遵守しなければならない。

市民の責務

　市民は、主権者としての責務を自覚し、市長等及び議員
に対し、公正な職務の遂行を損なわせるおそれのある行為
を求めてはならない。

政治倫理基準

①市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行
為をしないこと。

②市又は市が設立した公社、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会
社、有限会社が行う建設工事請負契約、建設コンサルタント業務委託契約、業務委託契約、物品売買契約その他の契約（下
請工事等を含む。）に関して特定の業者を推薦し、又は紹介や斡旋をするなど特定の者のために有利な取り計らいをしな
いこと。

③市が行う許可又は認可に関し、特定の者のために有利な取り計らいをしないこと。
④議員は、権限又はその地位による影響力を行使するような働きかけにより市職員の公正な職務執行を妨げないこと。
⑤市職員（臨時職員等を含む。）の採用に関して推薦若しくは紹介をしないこと。
⑥議員は、市職員の昇格、異動に関して、推薦若しくは紹介をしないこと。
⑦政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。市長及び議員の後援団体について
も同様とする。

資産等報告書の提出

　市長の資産等の公開に関する条例を準拠することとし、議員もこの規定によるものする。

市が行う契約に関する遵守事項

◇市長等及び議員が役員をし、継続的に一定の収益事業を行ってい
る法人、その他の団体（個人が経営し、又は運営するものを含む。）
並びに市長等及び議員が実質的に経営又は運営に携わっている法
人（以下「法人等」という。）は、一般競争又は指名競争入札参加
資格を申請することができない。親族等が役員をしている法人等
についても同様とする。

◇市長等及び議員は、市長と建設工事請負契約、建設コンサルタン
ト業務委託契約、業務委託契約、物品売買契約その他の契約を締
結してはならない。親族等の法人等についても同様とする。

◎具体的対象者は、次のとおりです。
①市長等・議員
②市長等・議員の配偶者
③市長等・議員の血族の2親等以内
④市長等・議員の同居の親族

政治倫理審査会

政治倫理審査会の流れ

　有権者１０人以上の連署
　　↓　調査請求書の提出
　　↓　資産等報告書の記載内容に疑義等

があるとき
　市　長
　　↓　諮問
　政治倫理審査会
　　↓　答申
　市　長　→　議　長　（議員に係るもの）
　　↓
　調査報告書の公表・請求者へ送付

市民調査請求権
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総務委員会文教民生委員会

産業水道委員会建設委員会

6
月
定
例
会

常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

１３

　総務委員会では、６月８日に欠員となっていた委員長
の互選を行い、委員長に井坂委員を互選した。
　６月１４日には、（仮称）常陸太田市学校給食センター
里美センター建築工事の請負契約について、平成１８年度
常陸太田市一般会計補正予算（第２号）についての２件
について審査を行った。
　審査の中で、工事請負契約では、建設工事内容や調理
施設にかかる工事費や調理器具・厨房器具・食器類等に
ついての経費等について質疑があった。一般会計補正予
算では、消防費の自動車購入費の中で、車両の種類やそ
の性能等について。また、起債残高の中で、起債のピー
クと今後の償還の考え方について質疑が行われ、付託さ
れた２議案について原案可決すべきものと決定した。

　【委員会構成】

　委員長　井坂　勝安　　副委員長　立原　正一
　委　員　藤田　五郎　　小祝　隆雄　　小林　信房
　　　　　成井　一夫　　生田目久夫　　岩間　国高
　　　　　川上　和衛　　岩間　成行　　小林　一三
　　　　　吉成　和昭　　茅根　　猛　　石 　拓也
　　　　　石山　良春　　福地　正文

　文教民生委員会では、６月８日に欠員となっていた委
員長の互選を行い、副委員長の山口副委員長を委員長
に、副委員長に関委員を互選した。また、同じく欠員と
なっていた政治倫理に関する調査特別委員に綿引委員、
山口委員長、関副委員長を選出した。
　６月１４日には、常陸太田市障害程度区分判定審査会の
委員の定数等を定める条例の制定について、常陸太田市
敬老祝金支給条例の一部改正について、常陸太田市国民
健康保険税条例の一部改正についての三件について審査
を行ったが特に質疑はなく、付託された３議案につい
て、原案可決すべきものと決定した。

　【委員会構成】

　委員長　山口　恒男　　副委員長　関　　英喜
　委　員　酒井　　勝　　宮本　　昭　　益子　　寿
　　　　　須藤　健志　　綿引　義明　　和田　輝正
　　　　　椎名　久寿　　荒井　康夫　　田尻　求士
　　　　　菊池　伸也　　高星　勝幸　　平山　晶邦

　産業水道委員会では、６月８日に欠員となっていた政
治倫理に関する調査特別委員の選出を行い平山委員を選
出した。
　６月１５日には、西山の里「桃源」の花菖蒲まつりの実
施内容及び晏如庵、里美カントリー牧場、風力発電施設、
プラトーさとみ、里美ふれあい館等について現地調査を
行い、担当課の説明及び風力発電施設工事関係者等の説
明を受けた。
　調査の中で、里美カントリー牧場の中の「プラトーさ
とみ」については、外壁部分の剥落や柱・ベランダの腐
食等が見られるため産業水道委員会として、宿泊施設等
全体の修繕について、利用者の安全と危険解消を図るた
めに、早急な修繕の必要性がある旨の要望書を市長に提
出することとし、６月２３日に委員会から市長宛提出をし
た。

　【委員会構成】

　委員長　宮田　欣三　　副委員長　梶山　昭一
　委　員　平山　　伝　　井上　正重　　吉村　　誠
　　　　　片野　宗隆　　中嶋　　満　　永井　　猛
　　　　　矢部　正心　　小林　英機　　川又　照雄
　　　　　成井小太郎　　大森　康多　　田所　美朗
　　　　　豊田　吉三

　建設委員会では、里美中学校建設工事の進捗状況につ
いて、現地調査を行い、建設までの経緯、事業概要につ
いて説明を受けた。また、この施設の特徴として、高機
能かつ多機能な学習環境の確保や教科別教室の採用・バ
リアフリー・地場産木材使用などの基本コンセプト等に
ついても担当課から説明を受け、それぞれ意見が交わさ
れた。

　【委員会構成】

　委員長　後藤　　守　　副委員長　沢畠　　亮
　委　員　木村　徳二　　天木　　元　　萩谷　俊昭
　　　　　平山　　英　　平根喜八郎　　綿引　猛始
　　　　　堀江　欣寿　　山本　　昌　　小田部　功
　　　　　木村　茂男　　井上　清一　　興野　　勉
　　　　　金沢　広道
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議員提案

件 名 提 出 者 結 果
水戸市梅香一丁目一番四号
食とみどり、水を守る茨城県労農市民会議会長　野上義男

陳情第4号　「米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥ
の万全な対策を求める」陳情書 報 告

議員提案第４号　常陸太田市議会解散請求に対
する弁明書の提出について

議員提案第５号　道路整備の推進に関する意見
書の提出について

議員提案第６号　常陸太田市議会会議規則の一
部改正について

議員提案第７号　常陸太田市議会委員会条例の
一部改正について

議員提案第８号　常陸太田市政治倫理条例の制
定について

議員提案第９号　常陸太田市議会解散に関する
決議について

否 決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

否 決

議会運営委員会　4/6･4/19･4/26･5/18･5/23･6/7･6/9･6/13･6/16
議会解散請求に対する対応や6月定例会の会期・日程・意見書の取り扱い等について審議

議
会
の
主
な
動
き

３
月
１
日
　
市
議
会
解
散
署
名
開
始

２
日

議
会
運
営
委
員
会

全
員
協
議
会

８
日

定
例
会
本
会
議
（
26
日
ま
で
）

４
月
６
日

議
会
運
営
委
員
会

政
治
倫
理
調
査
特
別
委
員
会

７
日

議
員
２
名
が
辞
職

19
日

議
会
運
営
委
員
会

議
員
１
名
が
辞
職

21
日

政
治
倫
理
調
査
特
別
委
員
会

26
日

議
会
運
営
委
員
会

全
員
協
議
会

５
月
２
日

署
名
簿
に
対
し
異
議
申
立
て

（
22
名
の
議
員
）

17
日

議
員
２
名
が
辞
職

18
日

議
会
運
営
委
員
会

19
日

政
治
倫
理
調
査
特
別
委
員
会

全
員
協
議
会

23
日

議
会
運
営
委
員
会

全
員
協
議
会

26
日

政
治
倫
理
調
査
特
別
委
員
会

31
日

市
議
会
臨
時
会 

弁
明
書
否
決

（
賛
成
24
人
　
反
対
35
人
）

31
日

自
主
解
散
に
関
す
る
要
望
書

が
32
名
の
議
員
か
ら
提
出

議
員
１
名
が
辞
職

６
月
２
日

政
治
倫
理
調
査
特
別
委
員
会

７
日

議
会
運
営
委
員
会

８
日

本
会
議
（
開
会
）

９
日

本
会
議
（
一
般
質
問
）

議
会
運
営
委
員
会

12
日

市
議
会
解
散
投
票
等
告
示

全
員
協
議
会

13
日

議
会
運
営
委
員
会

政
治
倫
理
調
査
特
別
委
員
会

14
日

総
務
・
文
教
民
生
委
員
会

15
日

産
業
水
道
・
建
設
委
員
会

16
日

政
治
倫
理
調
査
特
別
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

19
日

本
会
議
　

自
主
解
散
投
票
否
決

〔
白
票
（
賛
成
）
38
票
〕

〔
青
票
（
反
対
）
20
票
〕

議
員
36
名
が
辞
職

20
日

議
員
１
名
が
辞
職

30
日

議
員
１
名
が
辞
職

７
月
２
日

市
議
会
解
散
投
票
に
よ
り
議

会
解
散
（
22
名
失
職
）
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件 名 提 出 者 結 果

　4/6には、選管への署名簿提出について報告を受けた。4/
19には、6月定例会の会期について審議し、「広報ひたちお
おた」により市民に周知することとした。4/26には、解散
請求署名簿の縦覧告示について報告がされた。また、議会
としての対応について各議員の意見を全員協議会において、
決をとることとした。5/18には、選管より弁明書の提出に
ついて通知があり、提出については、考え方に相違がある
ので、全員協議会に報告し、臨時会の請求と併せ、議員提
案により、提出に賛同する議員が定数の4分の１以上にな
れば、提案することになる旨の確認をした。5/23には、弁
明書の取り扱いと臨時会の会期及び日程について。

　また、６月定例会の一般質問及び議案質疑の発言時間制
限について審議を行った。6/7には、道路整備の推進に関
する意見書の取り扱い・陳情書の取り扱いについて審議を
行った。6/9には、議会解散投票における投票運動、事務
所の設置、開票立会人について選管から説明を受けた。6/
13には、６月議会最終日の日程、会議規則・委員会条例の
一部改正、議会解散に関する決議等について審議を行った。
　6/16には、最終日の日程の変更、政治倫理に関する調査
特別委員会最終報告、政治倫理条例の制定についての取り
扱いについて審議を行った。

（提出者及び賛成者）常陸太田市議会議員　木村徳二
宮本昭、天木元、益子寿、吉村誠、成井一夫、片野宗隆、須
藤健志、綿引猛始、岩間国高、川上和衛、堀江欣寿、吉成和
昭、永井猛、小田部功、木村茂男、矢部正心、立原正一、興
野勉、小林英機、金沢広道
（提出者及び賛成者）常陸太田市議会議員　酒井勝
綿引義明、藤田五郎、宮田欣三、平山伝、天木元、平山英、
梶山昭一、井坂勝安、小田部功、後藤守、石 拓也

（提出者及び賛成者）常陸太田市議会議員　酒井勝
綿引義明、藤田五郎、宮田欣三、平山伝、天木元、平山英、
小林信房、梶山昭一、井坂勝安、小田部功、後藤守、山口恒
男、石 拓也
（提出者及び賛成者）常陸太田市議会議員　酒井勝
綿引義明、藤田五郎、宮田欣三、平山伝、天木元、平山英、
小林信房、梶山昭一、井坂勝安、小田部功、後藤守、山口恒
男、石 拓也
（提出者及び賛成者）常陸太田市議会議員　木村徳二
天木元、平山伝、平山英、成井一夫、綿引義明、岩間国高、川
上和衛、梶山昭一、矢部正心、興野勉、茅根猛、後藤守、川
又照雄、山口恒男、田尻求士、関英喜、豊田吉三、平山晶邦
（提出者及び賛成者）常陸太田市議会議員　梶山昭一
藤田五郎、酒井勝　平山伝、井上正重、小祝隆雄、萩谷俊昭、
平山英、小林信房、山本昌、中嶋満、小林一三、井坂勝安、
和田輝正、井上清一、沢畠亮、茅根猛、後藤守、川又照雄、
山口恒男、成井小太郎、石 拓也、荒井康夫、金沢広道、大
森康多、田所美朗、田尻求士、関英喜、菊池伸也、高星勝幸、
豊田吉三、平山晶邦


